
 

主 題  建設工事現場の安全パトロールの実施について  

実施日 令和３年７月２８日 参加者 

・長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所 

・施工業者 

・長崎労働基準監督署 

概  要 

公共工事の安全施工と建設業における労働災害防止を目的と

し、長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所、施工業者及び長

崎労働基準監督署は合同で建設現場の安全パトロールを実施

しました。 

 パトロール箇所として、①橋台及び橋脚の補強工事と②ト

ンネル内側溝蓋の撤去作業の2現場を実施しました。 

  

 パトロールでは、足場や建

築物からの「墜落・転落」の

防止措置、車両系建設機械と

の接触防止を中心に、保護具

の使用状況、場内の整理・整頓、通路の確保、転倒

防止措置、危険の「見える化」を呼び掛け、共通事

項として熱中症の予防対策を重点に確認を行いまし

た。 

 各現場において、令和3年７月、当署管内で熱中症による死亡災害が発生したこ

と、長崎県内で建設業の災害が多発していること（別添１）、STOP!熱中症クールワ

ークキャンペーン（別添２）を呼び掛け、より一層の災害防止に努めていただくよう

お願いします。 

 

建設業の労働災害発生状況（長崎署管内） 

当署管内における令和2年の建設業の労働災害

（休業4日以上）は77件と前年より11件増加し、令

和３年（６月末）においても前年同期と比較して

約3割増加しています。 

建設業の労働災害では「墜落・転落」災害の割

合が高く、「墜落・転落」災害の多くは以下の状

況で発生しています。 

① 脚立・はしごからの転落 

② 足場の組立・解体中、手すりの未設置 

③ 屋根等からの転落 
（足場の未設置、墜落制止用器具の未使用） 

④ 構築物からの転落（手すり等の未設置） 
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建設労働災害多発への緊急要請 
 

長崎労働局管内では、建設業における労働災害が多発しており、今週の 13日火曜日、

熱中症警戒アラートが発表される中、長崎市内で今季初の熱中症の疑いによる死亡労働

災害が発生したことから、建設業労働災害防止協会長崎県支部（以下、「建災防長崎県

支部」という。）に対して、長崎労働局長（瀧
たき

ヶ
が

平
ひら

 仁
ひとし

）による緊急要請を下記のと

おり行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害発生状況について】 

 令和３年の建設業における休業４日以上の労働災害は 98 件発生（６月末時点）して

おり、昨年同期比 19件増加（＋24.1％）となっています。 

また、平成 28 年以降の建設業における死亡者数は下図のとおりであり、昨年の死者

数を大幅に超えた状況になっています。 

 

 

 

日時：令和３年７月 16 日（金）13 時 30 分～ 

場所：長崎労働局 ８階会議室（長崎市万才町 7-1TBM 長崎ビル） 

内容：長崎労働局長から建災防長崎県支部長に対する緊急要請 

※ 当日、取材を希望される報道機関におかれては、別添用紙にご記入のうえ、7月 16 日

（金）AM11:00までに、長崎労働局健康安全課あてＦＡＸ送付（095-801-0031）願います。 

 

 

 

長崎労働局発表 

令和３年７月 15日 

長崎労働局労働基準部健康安全課 

 健康安全課長  西川 伸之 

 産業安全専門官 永瀬 仁 

（電話）095-801-0032 
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